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規制の状況
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【製造・使用等の制限】

※PFNA,PFDA,PFUnDA,PFDoDA,PFTrDA,PFTeDA,PFHxDA,PFOcDA,PFEiDA,
PFPeDA,PFHpDA,PFNDA,PFCA



規制の状況
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【水道・公共用水域における基準等】

PFOS+PFOA：50ng/L ※【水道】水質基準（施行前）
【公共用水域】指針値

水道 公共用水域

R2.4 暫定目標値を設定
R2.5 PFOS･PFOAを要監視項目へ追加

（暫定指針値を設定）

R7.６水質基準化（R8.4施行）

（事業者の検査･超過時の改善義務化）

R5.2 指定物質へ追加

（流出時措置及び知事への報告義務化）

R7.6 暫定指針値⇒指針値へ変更

（水道法改正に併せ、課長通知）



規制の状況
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【水道・公共用水域における検討中の項目】

PFBS、PFHxS、PFBA、PFPeA、PFHxA、
PFHpA、PFNA、HFPO-DA

国内の検出状況 国際的動向（PoPs,WHO）

毒性情報 リスク管理の方策

柔軟な見直し

知見の集積



R8環境省当初要求
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R8環境省当初要求
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安平川のPFAS（PFOS＋PFOA）超過

R7年7月・10月に、これまでの水質測定結果を元に、源武橋の上流３地点で、

水質検査を実施。
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【経過】

令和6年7月、苫小牧工水第二施設からのラピダスへの工業用水の供給を控え、企業局が

PFAS（PFOS＋PFOA）の水質検査を実施したところ、取水地点の安平川から

国が定める指針値（50ng/L）を超える59ng/LのPFASが検出。

同月、上流から下流までの８地点で追加検査を実施したところ、源武橋で指針値の超過

（95ng/L）を確認。更に翌８月に上流4カ所で検査を実施（指針値超過はなし）。

同年10月から、年間を通じた四半期毎のモニタリング調査を実施。



安平川でのモニタリング調査
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安平川・源武橋における年間を通したPFAS（PFOS＋PFOA）の存在状

況を確認するため、四半期毎のモニタリング調査を実施



源武橋上流におけるPFAS（PFOS＋PFOA）調査
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R7.7.30,10.30の2度に渡り、昨年度の水質検査で、濃度変化の最も

高かった地点①～③間の３地点で追加検査を実施。

現地踏査（R7.4.22）において、①～源武橋（定期モニタリング地点）

間の河川敷地周辺には、PFAS流出の要因となる様な廃棄物等

の残置・投棄は確認されず。

大きな濃度変化は確認されず。次年度においても引き続
き、源武橋で四半期毎の定期モニタリングを実施し、継続
的に水質状況を監視する。

PFOS+PFOA




